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鹿児島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則 新旧対照表 

 
現  行 改 正 改正理由 

 

（登録申請書の添付書類等） 

第３条 条例第３条第２項第１号に規定する書類は，別記第２号様式による。 

２ 条例第３条第２項第２号に規定する書類は，別記第３号様式による。 

３ 条例第３条第２項第３号（条例第６条第２項において準用する場合を含む。）に規定す

る規則で定める書類及び図面は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 営業所の平面図及びその付近の見取図 

(2) 事業計画書（別記第４号様式） 

(3) 法人にあつては登記事項証明書，個人にあつては住民票抄本又はこれに代わる書類 

(4) 浄化槽保守点検受託予定一覧表（別記第５号様式） 

(5) 浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し 

(6) 営業区域ごとに浄化槽清掃業者と業務に関し，提携がなされていること，提携がな

されることが確実であること等を証する書類 

 

 

（登録申請書の添付書類等） 

第３条 条例第３条第２項第１号に規定する書類は，別記第２号様式による。 

２ 条例第３条第２項第２号に規定する書類は，別記第３号様式による。 

３ 条例第３条第２項第３号（条例第６条第２項において準用する場合を含む。）に規定

する規則で定める書類及び図面は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 営業所の平面図及びその付近の見取図 

(2) 事業計画書（別記第４号様式） 

(3) 法人にあつては登記事項証明書，個人にあつては住民票抄本又はこれに代わる書類 

(4) 浄化槽保守点検受託予定一覧表（別記第５号様式） 

(5) 浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し 

(6) 浄化槽管理士が条例第10条第８項の研修を受講したことを証する書類（登録の有効

期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者が登録の申請をする場合に

限る。） 

(7) 営業区域ごとに浄化槽清掃業者と業務に関し，提携がなされていること，提携がな

されることが確実であること等を証する書類 

 

 

（研修） 

第８条の２ 条例第10条第８項の規定により浄化槽管理士が受ける研修は，次に掲げる事

項について知事が別に指定する者が行う研修とする。 

(1) 浄化槽行政の動向に関する事項 

 (2) 浄化槽の構造と機能に関する事項 

 (3) 浄化槽の保守点検と清掃に関する事項 

 (4) 地域における浄化槽情報に関する事項 

 (5) その他浄化槽の保守点検の業務に関し必要な事項 

２ 浄化槽保守点検業者は，浄化槽管理士に，前項の研修を登録の有効期間ごとに１回以

上受けさせなければならない。ただし，当該有効期間満了の日前３年以内において，浄

化槽管理士が浄化槽管理士免状の交付を受けている場合又は浄化槽管理士が他の都道府

県（保健所を設置する市又は特別区を含む。以下この項において同じ。）若しくは他の

都道府県の長が指定する者が行う前項各号の事項に係る研修を受けた場合は，この限り

でない。   

 

附 則 

 この規則中第８条の次に１条を加える改正規定及び別記第１号様式の改正規定は令和２

年４月１日から，その他の規定は令和５年４月１日から施行する。 

浄化槽法の改正に伴う改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録更新の際に，浄化槽管理士が研修を受講したことを証

する書類の提出を求める。 

 

【施行期日】 

令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

研修に関する規定を追加し，研修内容や受講回数について

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録の有効期間満了の日前３年以内において，浄化槽管理

士の資格取得等をしている者の研修受講を免除する。 

 

 

 

【施行期日】 

令和２年４月１日 

 

 

 

研修を受講したことを証する書類の提出は，３年間の経過

措置を設ける。 

（新設） 
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現  行 改 正 改正理由 

  

 

 

 当ページの改正箇所なし 
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現  行 改 正 改正理由 

 

 

 

 

 

 

 

研修を受講した年月日と受講予定年度の記載ができるよう

様式を見直す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施行期日】 

令和２年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 


